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15-1　一般会計決算状況

(1)　歳入 (2)　歳出（目的別）

令和4(2022)年度（単位：千円、％） 令和4(2022)年度（単位：千円、％）

区分 決算額 構成比 区分 決算額 構成比

歳入総額 57,340,053 100.0 歳出総額 54,227,218 100.0

　市税 19,094,018 33.3 　議会費 322,471 0.6

　地方譲与税 454,508 0.8 　総務費 7,124,755 13.1

　利子割交付金 4,406 0.0 　民生費 19,456,674 35.9

　配当割交付金 85,082 0.1 　衛生費 5,372,650 9.9

　株式等譲渡所得割交付金 63,166 0.1 　労働費 9,015 0.0

　法人事業税交付金 273,028 0.5 　農林水産業費　 1,665,932 3.1

　地方消費税交付金 2,966,487 5.2 　商工費 2,270,019 4.2

　ゴルフ場利用税交付金 40,527 0.1 　土木費 3,330,469 6.1

　環境性能割交付金 44,511 0.1 　消防費 1,866,351 3.5

　地方特例交付金 145,829 0.2 　教育費 8,481,327 15.6

　地方交付税 6,611,255 11.5 　災害復旧費 4,499 0.0

　交通安全対策特別交付金 10,535 0.0 　公債費 4,323,056 8.0

　分担金及び負担金 262,923 0.5 　諸支出金　 0 -

　使用料及び手数料 765,298 1.3 　予備費 0 -

　国庫支出金 10,274,552 17.9 資料：財政課

　県支出金 4,512,044 7.9

　財産収入 161,404 0.3 (3)　歳出（性質別）

　寄附金 615,431 1.1 令和4(2022)年度（単位：千円、％）

　繰入金 2,679,241 4.7 区分 決算額 構成比

　繰越金 4,203,647 7.3 歳出総額 54,227,218 100.0

　諸収入 2,350,361 4.1 義務的経費 25,027,568 46.2

　市債 1,721,800 3.0 人件費 7,670,233 14.2

資料：財政課 扶助費 13,034,279 24.0

公債費 4,323,056 8.0

投資的経費 4,728,989 8.7

普通建設事業費 4,724,336 8.7

災害復旧費 4,653 0.0

その他の経費 24,470,661 45.1

物件費 8,390,509 15.5

維持補修費 382,035 0.7

補助費等 7,031,506 13.0

積立金 3,742,990 6.9

投資及び出資金 5,010 0.0

貸付金 1,100,338 2.0

繰出金 3,818,273 7.0

資料：財政課
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15-2　特別会計・企業会計決算状況

(1)特別会計

令和4(2022)年度（単位：千円）

歳入決算額 歳出決算額

22,988,525 22,174,077

12,174,310 12,000,331

1,384,344 1,372,876

8,841,404 8,238,853

82,979 75,912

12,269 8,078

493,219 478,027

資料：財政課

(2)企業会計

令和4(2022)年度（単位：千円）

会計名称 収入決算額 支出決算額

2,846,791 2,559,653

345,144 1,158,129

3,112,351 2,711,797

724,424 1,775,060

資料：管理課

下水道事業会計
収益的収支

資本的収支

会計名称

総額

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

温泉事業特別会計

墓地事業特別会計

産業団地造成事業特別会計

区分

水道事業会計
収益的収支

資本的収支
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15-3　市税収入状況

令和4(2022)年度（単位：千円、％）

調定額 収入済額 徴収率

19,694,646 19,094,025 96.95

19,100,893 18,916,579 99.04

593,753 177,446 29.89

7,648,521 7,445,246 97.34

総額 6,505,648 6,321,462 97.17

現年度 6,331,968 6,267,862 98.99

滞納繰越 173,680 53,600 30.86

総額 1,142,873 1,123,784 98.33

現年度 1,128,247 1,121,598 99.41

滞納繰越 14,626 2,186 14.95

9,895,319 9,540,245 96.41

総額 9,810,765 9,455,691 96.38

現年度 9,450,756 9,351,274 98.95

滞納繰越 360,009 104,417 29.00

84,554 84,554 100.00

449,593 433,904 96.51

433,589 428,642 98.86

16,004 5,262 32.88

1,089,569 1,089,569 100.00

- - -

- - -

- - -

116,720 113,232 97.01

111,969 110,426 98.62

4,751 2,806 59.06

494,924 471,829 95.33

470,241 462,654 98.39

24,683 9,175 37.17

資料：収税課

たばこ税

特別土地
保有税

総額

現年度

滞納繰越

総額

現年度入湯税

都市計画税

総額

現年度

滞納繰越

滞納繰越

市民税

法人

総額

現年度

総額

個人

固定資産税

総額

固定資産税
（交付金を除
く）

交付金

軽自動車税

滞納繰越

項目

総額

総額

現年度

滞納繰越
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15-4　財政関係指標

(1)　財政力指数・経常収支比率

（単位：千円、％）

平成29年度 20,234,815 16,246,393 27,403,079 0.806
93.7

(99.3)

30 20,447,684 16,768,469 27,414,501 0.809
97.5

(104.2)

令和元年度 20,794,660 16,793,900 27,390,745 0.810
99.0

(104.6)

2 21,323,708 17,404,563 27,722,005 0.815
94.0

(99.6)

3 21,903,553 16,403,528 28,869,208 0.791
89.5

(97.5)

4 22,855,035 17,164,145 28,311,745 0.772
93.5

(95.8)

資料：財政課

【用語の説明】

○基準財政需要額

　　普通交付税の算定基礎となるもので、標準的な行政活動を合理的水準で行うために必要と想定される経費。

○基準財政収入額

　　普通交付税の算定基礎となるもので、標準的に収入される税収入（譲与税、交付金を含む）の一定割合の額。

　　【参考】普通交付税＝基準財政需要額－基準財政収入額

○標準財政規模

　　一般財源の標準的な大きさを示すもので、基本的な財政指標や財政健全化指標の分母となる。

　　標準財政規模＝標準財政収入額＋地方譲与税等＋普通交付税額＋臨時財政対策債発行可能額

○財政力指数

　　標準的な行政活動を行うために必要な財源をどの程度自力で調達できるかの割合。

　　財政力指数　＝　基準財政収入額　÷　基準財政需要額

○経常収支比率

　　人件費や扶助費、公債費等の経常的な経費に、地方税や地方交付税等の一般財源がどの程度

　　充てられたのかを見るもので、財政構造の弾力性を判断する指標。

　　経常収支比率　＝　経常経費充当一般財源　÷　経常一般財源総額　×１００

経常収支
比率

年度
基準財政
需要額

基準財政
収入額

標準財政規模 財政力指数
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(2)　健全化判断比率及び資金不足比率（財政健全化法）

（一般会計等） （単位：％）

令和2年 － － 3.6 －

3 － － 3.1 －

4 － － 3.0 －

早期健全化
基準

11.89 16.89 25.0 350.0

財政再生
基準

20.00 30.00 35.0

資料：財政課

（注）1 実質赤字比率、連結実質赤字比率は赤字を生じていないため「－」と表記している。

　　　3 早期健全化基準、財政再生基準は令和４（２０２２）年度のものである。

（公営企業会計） （単位：％）

令和2年 － － … … － －

3 － － … … － －

4 － － … … － －

経営健全化
基準

20.0 20.0 … … 20.0 20.0

資料：管理課、塩原支所産業観光建設課、商工観光課

（注）1 資金不足比率は資金不足を生じていないため「－」と表記している。

　　　2 経営健全化基準は令和４（２０２２）年度のものである。

　　　3 下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計について、令和２（２０２０）年度から下水道事業会計に統合された。

【用語の説明】

○実質赤字比率

　　一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示し、一般会計等における赤字発生の有無と財政悪化の程度を把握する指標。

○連結実質赤字比率

　　一般会計等に公営事業会計を加えた全会計の実質赤字額の標準財政規模に対する割合を示し、地方公共団体全体の財政における赤字発生の有無と財政悪

  化の程度を把握する指標。

○実質公債費比率

　　一般会計等が支払う地方債等の元利償還金に下水道事業などの公営企業が支払う元利償還金に対する繰出金や一部事務組合等が支払う元利償還金に対す

　る負担金を加えた金額の標準財政規模に対する割合を示し、公債費（借入金の返済）による財政負担の程度を把握する指標。

○将来負担比率

　　出資法人等を含めた一般会計等の実質的負債(将来負担すべき負債額から当該負債額の償還に充てられる財源を控除した額)の標準財政規模に対する割合

  を示し、地方公共団体の将来的な負担の程度を把握する指標。

○資金不足比率

　　各公営企業会計の資金不足額の事業の規模に対する割合を示し、公営企業の経営状態の悪化の程度を把握する指標。

○早期健全化基準

　　財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準として定められた数値。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公

　債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められ、４つの健全化判断比率のうち一つでもこの基準を超えた場合、「財政健全化計画」を策定して自

　主的な改善努力による財政の健全化に取組まなければならない。　　

○財政再生基準

　　財政状況が著しく悪化した状況において、計画的に財政の健全化を図るべき基準として定められた数値。実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債

　費比率のそれぞれについて定められ、３つの健全化判断比率のうち一つでもこの基準を超えた場合、「財政再生計画」を策定して国等の関与による財政再

　生を行わなければならない。　　

○経営健全化基準

　　自主的かつ計画的に公営企業の健全化を図るべき基準として資金不足比率について定められた数値。この基準を超えた場合、「経営健全化計画」を策定

　して早期に経営健全化に向けた取組みを行わなければならない。　

    

　　　2 将来負担比率は将来負担額をそれらに充当できる財源が上回っており比率が算定されないため「－」と表記している。

健全化判断比率

実質赤字
比率

連結実質赤字
比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

資金不足比率

水道事業会計 下水道事業会計
下水道事業特別

会計
農業集落排水事

業特別会計
温泉事業特別会

計
産業団地造成事

業特別会計
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